
 

 1 

「知っ得！ナッ得！労働法 ～“最低賃金”編～」 

 

 

 ２００８年７月１日に大幅に改正された最低賃金法。 

 そもそも最低賃金とは何か？ 

どんなところがどのように改正されたのか？ 

など知っておくと安心です。 

今回は、最低賃金とは何か？を改正ポイントも交えながら解説しました。 

また、実際に支払っている（または支払われている）賃金が最低賃金以上の額になっているかど

うかのチェックについての解説や“最低賃金チェックシート”（賃金の額などを入力して最低賃

金以上かを自動計算できるエクセルファイル）も特別付録としてついています。 

いつもコラムをご覧になっている方も、今回初めてご覧になる方にもわかりやすい内容になって

おり、ワードファイル及びエクセルファイルで編纂しているので、そのまますぐに現場で活用す

ることができますので大変便利です。 

この機会に是非ご利用ください。 

 

 

【目 次】 

 

Vol.1 ～最低賃金とは～ .............................................................. 2 
Vol.2 ～最低賃金のチェック～ ........................................................ 5 
特別コラム 介護現場の Q&A............................................................ 7 
 

【特別付録】 

★最低賃金チェックシート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

Vol.1 ～最低賃金とは～ 
 

今回は最低賃金についてみていきましょう。 

また、平成２０年７月１日には最低賃金法が大きく改正されていますので改正内容も含めてチェッ

クしていきましょう。 

 

最低賃金とは・・・ 

「最低賃金制度とは、一般に国が法的強制力をもって賃金の最低額を定め、使用者は、その金額以

上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度」をいいます。 

つまり、使用者は、定められた最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならず、これに

違反した場合は罰則が適用されることになります。 

なお、この最低賃金額は、最低賃金法という法律によって定められています。（労基法第２８条） 

 

最低賃金の決定方式 

改正前の最低賃金法では大きく分けて２通りの決定方式がありました。 

（１） 最低賃金審議会の調査審議に基づく最低賃金（審議会方式） 

（２） 一定の地域内の同種の労働者を対象とする労働協約を拡張適用する最低賃金（労働協約拡張

方式） 

 つまり・・・ 

（１）は、みなさんがよく目にする各都道府県別の「地域別最低賃金額」や、各都道府県別の「産

業別最低賃金額」のことで、最低賃金の大部分がこの方式で決定されています。 

これらは、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が、必要があると認めるときに最低賃金審議会の

意見を聴いて決定することになっていて、「地域別」、「事業別（産業別）」、「職種別」の３種の設定

方法があります。ちなみに、現在設定されているのは、①地域別最低賃金と②産業別最低賃金だけ

となっています。 

 

～ここが改正ポイント！～ 

○ 「地域別最低賃金」はすべての労働者の賃金の最低限度を保障するセーフティネットとして位

置づけられ、この決定を行政機関（都道府県労働局長）に義務付けられます。 

○ 「産業別最低賃金」は「特定最低賃金」という名称に置き換えられ、「地域別最低賃金」の決定

が義務付けられたのに対し、関係労使の申し出によって決定できることになります。 

○ さらにその最低賃金額はすべての労働者のセーフティネットである「地域別最低賃金額」を上

回る額にしなければならないとされます。 

使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなけれ

ばならない。 

最低賃金の適用をうける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定

めるものは、その部分については無効とする。この場合において無効となった部分は、最低賃金

と同様の定をしたものとみなす。 

（改正前：最賃法第５条第１項、第２項／改正後：最賃法第４条第１項、第２項） 
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○ （２）の「労働協約拡張方式」は今回の改正で廃止されます。 

 

「地域別最低賃金」の決定基準 

～ここが改正ポイント！～ 

○ 「地域別最低賃金」は地域における労働者の生計費、労働者の賃金、通常の事業の賃金支払い

能力を考慮して定められます。 

○ 労働者の生計費を考慮する場合に、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができ

るよう、新たに生活保護に係る施策との整合性に配慮することとなります。 

 

最低賃金以上の賃金が支払われなかった場合の罰則 

改正前は、最低賃金以上の賃金を支払わなかった使用者に対する罰則は、１万円以下の罰金（罰金

等臨時措置法で２万円に引き上げ）とされていました。（改正前：最賃法第４４条／罰金臨措第２

条第１項） 

 

～ここが改正ポイント！～ 

○ 「地域別最低賃金」について最低賃金以上の賃金が支払われなかった場合の罰金額の上限が２

万円から５０万円に引き上げられます。（改正後：最賃法第４０条） 

○ 「産業別最低賃金」については罰則の適用無しとなります。 

※ ただし、労基法第２４条に定める賃金の全額払違反に該当するためこれに関する罰則（３

０万円以下の罰金／労基法第１２０条第１項）が適用されます。 

 

その他の罰則 

最低賃金の適用を受ける使用者は、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示する

などの方法で労働者に周知させるための措置が義務付けられています。 

→これに違反した場合は、３０万円以下の罰金が適用されます。（改正後：最賃法第４１条） 

 

その他の改正ポイント 

上記の他にも以下のような改正があります。 

○ 心身の障害により著しく労働能力の低い者などについて、都道府県労働局長の許可による適用

除外規定が廃止され、“減額特例規定”となります。 

○ 派遣労働者には、派遣元ではなく、派遣先の事業場に適用される最低賃金を適用することにな

ります。 

○ 最低賃金額の表示が時間額のみの表示となります。 

○ 事業場に最低賃金法等の違反事実がある場合に労働者がその事実を監督機関に申告して是正の

ため適当な措置をとるように求めることができる規定が設けられます。また、その申告に対し

て使用者が解雇その他不利益な取扱いをすることを禁止しています。（罰則：６ヶ月以下の懲役

又は３０万円以下の罰金 改正後：最賃法第３９条） 

 

参考資料：社会保険労務ハンドブック（全国社会保険労務士連合会編 中央経済社）／ビジネスガイド 2007

年 8 月号「キーワードからみた労働法第１回」（日本法令出版）／「介護労働者の雇用管理総論」（安西愈 
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著 財団法人介護労働安定センター）／最低賃金法が変わります（厚生労働省パンフレット）／厚生労働

省ＨＰ／労働相談 Q&A など 
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Vol.2 ～最低賃金のチェック～ 
 

今回は最低賃金の対象となる賃金や、最低賃金以上を支払っているかどうかのチェック方法などに

ついてみていきましょう。 

 

最低賃金の対象となる賃金 

最低賃金以上の賃金を支払っているかどうかをチェックする際、次の賃金は「最低賃金」の計算対

象として算入しないことになっています。（改正前：最賃法第５条第３項／最賃法則第２条）（改正

後：最賃法第４条第３項／最賃法則第１条） 

○ 臨時に支払われる賃金（結婚手当など） 

○ １ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など） 

○ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金 

○ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金 

○ 深夜（午後１０時～午前５時まで）の労働に対して支払われる賃金 

  ※深夜労働が所定時間内の場合はその割増部分のみとなります。 

○ 精勤手当、通勤手当及び家族手当 

 

最低賃金額を満たしているかどうか？のチェック 

① 支払われる賃金が時間給の場合 
時間給≧最低賃金 

② 支払われている賃金が日給の場合 
日給÷１日所定労働時間数≧最低賃金 

※ 日によって所定労働時間が異なる場合には１週間における１日平均所定労働時間数で

除した金額 

③ 支払われている賃金が月給の場合 
月給÷月の所定労働時間数≧最低賃金 

※ 月によって所定労働時間が異なる場合には１年間における１月平均所定労働時間数で

除した金額 

また、非常勤のホームヘルパーなどについて、利用者宅への移動に要する費用を実費弁償として

支給している旅費、交通費等は最低賃金との比較に当たっては、比較対象の賃金額には算入しな

いこととなっています。 

（訪問介護労働者の法定労働条件の確保について H16.8.27 基発第 0827001 号参照） 

ここがポイント！ 

非常勤のホームヘルパーなどの場合は、賃金の算定となる労働時間に注意が必要です。 

つまり、訪問介護の業務に直接従事する時間の他に、その業務のために要する移動時間や業務の 

報告時間、研修時間なども労働時間となるため、それらの労働時間を通算した時間数に応じた賃金 

の算定を行うことが必要です。 

（訪問介護労働者の法定労働条件の確保について H16.8.27 基発第 0827001 号参照） 
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では実際に計算してみましょう！ 

 

支払われる賃金が月給の場合 

 ○○県の最低賃金が 650 円の場合 

月給 109,000 円（基本給：105,000 円＋職務手当：3,000 円＋通勤手当 1,000 円） 

 年間所定労働日数 250 日 

 １日の労働時間数 8時間  とすると、 

   

  上記の賃金のうち、最低賃金の計算対象となるのは、通勤手当以外の基本給と職務手当となりま

す。よって、次のような計算になります。 

  

   108,000 円×12 ヶ月 ＝648 円 

    250 日×8時間 

    

648 円＜650 円 となり、最低賃金を満たしていないことになります。 

 

支払われる賃金が日給の場合 

 △△県の最低賃金が 650 円の場合 

日給 5,000 円 

 １日の労働時間数 7.5 時間  とすると、 

   

    5,000 円   ＝666 円 66 銭  

   7.5 時間 

    

666.66 円＜650 円 となり、最低賃金を満たしていることになります。 

 

参考資料：社会保険労務ハンドブック（全国社会保険労務士連合会編 中央経済社）／「介護労働者の雇

用管理総論」（安西愈 著 財団法人介護労働安定センター）／最低賃金法が変わります（厚生労働省パン

フレット）／厚生労働省ＨＰなど 

ここがポイント！ 

非常勤のホームヘルパーなどの場合、直接介護業務を行った時間に対してのみ賃金を支払い、移動時

間やその他の業務時間（報告業務や研修時間等）に対して賃金の支払いをしていない場合は、その移

動時間等の労働時間に対する最低賃金が支払われていないということになり最低賃金法違反となり

ますので注意が必要です。 

また、移動時間やその他の業務時間について時間単位で賃金を支払っている場合その時間給が最低賃

金を満たしていない場合もやはり違反となりますので注意が必要です。 

（「介護労働者の雇用管理総論」（安西愈 著 財団法人介護労働安定センター発行 P201,202 参照） 
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特別コラム 介護現場の Q&A 
 

 ～試用期間中は最低賃金を下回ってもよい？～ 

 

Q.新しい施設に就職しましたが、施設長から「試用期間中は最低賃金法が関係ないので時給６００

円で計算して賃金を支給いたします。」といわれました。何となく釈然としないのですが、本当

に試用期間中は最低賃金より低い賃金でもいいのでしょうか？ 

 

A.改正前の法律では、“試の使用期間中の者”は、都道府県労働局長の許可を受けたときは、最

低賃金の効力についての規定は適用しないという適用除外規定が設けられていました。 

 ただ、今回の改正によって、この最低賃金の適用除外規定が廃止され、減額特例となりました。 

 “試の使用期間中の者”についても、減額特例の対象者になりますが、この労働者について最

低賃金よりも低い額の賃金を支給するためには、使用者が都道府県労働局長の許可を受け、労

働能力その他の事情を考慮して減額した額により最低賃金の効力についての規定を適用する

ことになります。 

 よって、使用者が“試の試用期間中の者”について、都道府県労働局長の許可を受けずに最低

賃金以上の賃金を支払っていない場合には最低賃法違反となり、罰則が適用されることとなり

ます。 

 

ポイント解説 

～最低賃金の適用除外規定の廃止と減額特例の新設～ 

上記 A.でも述べましたように、従来から一定の労働者には、定められた最低賃金以上の賃金を支

払わなければならないという規定を適用しないという適用除外規定が定められていました。 

今回の法改正では、最低賃金のセーフティネットとしての機能強化の観点から、最低賃金の適用

対象者をなるべく広範囲なものにすることが望ましいとして、これまでの適用除外規定を廃止し

て、新たに減額特例の規定が新設されました。 

そこで、改正後の法律では次のようになっています。 

都道府県労働局長の許可 

減額特例を受けようとする使用者は、許可申請書を事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長

を経由して都道府県労働局長に提出しなければなりません。（改正後：最賃法則第４条） 

“許可申請書”はこちらを参照 

 

減額特例の対象労働者（改正後：最賃法第７条／最賃法則第３条） 

① 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 
② 試の使用期間中の者 

使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲

げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能

力その他の事情を考慮して厚生労働省で定める率を乗じて得た額を減額した額により第４条

の規定を適用する。（改正後：最賃法第７条） 
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③ 基本的な技能等を内容とする認定就業訓練を受ける者のうち省令で定める者 
④ 軽易な業務に従事する者 
⑤ 断続的労働に従事する者 
 

最低賃金の減額の率 

“試の使用期間中の者”については、１００分の２０以下の率で、当該者の職務の内容、職務の

成果、労働能力、経験等を勘案して定められます。（改正後：最賃法則第５条） 

 

参考資料：最低賃金法が変わります（厚生労働省パンフレット）／厚生労働省ＨＰなど 

 


